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令和６年 第４回農業委員会総会 議事録

１．日 時 令和６年４月１５日（月）午前９時３０分～

２．場 所 にかほ市金浦庁舎 第３会議室

３．委員総数 １２名

４．出席した委 １番 佐々木純子 ２番 加藤朋光 ３番 佐々木鋼記

員（１１名） ４番 須田貴志 ５番 齋藤一成 ６番 巴 朋之

７番 須藤孝子 ８番 須田 久 ９番 佐藤久美子

10番 森 孝良 11番 遠藤 豊 12番 小林 豊

（傍聴人 推進委員 伊藤盛雄 ）

５．欠席した委 ７番 須藤孝子 ９番 佐藤久美子

員（２名）

６．総会議長 会長 小林 豊

７．議事録署名 ８番 須田 久 10番 森 孝良

委員

８．出席した事 事務局長 小森俊英 副主幹班長 村上裕子

務局職員 副主幹 齊藤雄介

９．議事日程 第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸般の報告

第５ 議案審議

報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約)について

・・・【８件】

報告第６号 農地の転用事実に関する照会について ・・・【１件】

議案第１０号 農地法第３条の規定による所有権移転の件について

・・・【２件】
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議案第１１号 農地法第５条の規定による使用目的変更に伴う所有権移転の

件について ・・・【１件】

議案第１２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定

について ・・・【１６８件】

議案第１３号 特定農地の貸付けの承認について ・・・【１件】

◆事務局長 ただ今より、令和６年第４回農業委員会総会を開催いたしま

す。はじめに、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（開会 午前９時３０分）

◇会長 おはようございます。

令和６年度が始まり、我々の任期も残り１年となりました。

今年度は事務局職員の人事異動もありませんでしたので、引き

続きよろしくお願いいたします。

桜の開花状況も、昨日あたりから満開ということで、勢至公

園にも花見客が多く訪れていたようでございます。今年の天候

はこのまま平穏に過ぎて、良い秋を迎えてもらいたいと願いま

す。

さて、国会では、食料・農業・農村基本法の改正に向けて議

論されております。国内外の出来事に紙面や時間を割かれ、マ

スコミでの扱いが小さいと感じるところですが、十分な審議を

していただいて、将来の日本の食料・農業・農村を守る法案に

していただきたいと思います。

既に、種まきが終わった方も多いかと思いますが、これから、

耕起・代かき・田植えと忙しくなるなかで、出席いただきあり

がとうございます。今後とも、都合をつけて出席いただくよう、

よろしくお願いいたします。

◆事務局長 ありがとうございました。

これより議事に移ります。議事の進行は、にかほ市農業委員

会会議規則第６条の規定に基づき会長が議長になりまして進め

させていただきます。会長、よろしくお願いします。

◇議長 それでは審議に入る前に欠席者を報告します。７番須藤孝子

委員、９番 佐藤久美子委員より欠席の届け出がありました。
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ただ今の出席委員は、委員総数１２名中１０名です。出席委

員は過半数に達しております。よって本日の会議は成立いたし

ます。

◇議長 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。

８番 須田久委員 10番 森孝良委員 の両名にお願いいた

します。

◇議長 日程第２ 会議書記を指名いたします。

会議書記には、本日出席の事務局職員を指名いたします。

◇議長 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

会議の会期は、本日１日限りと決定してご異議ございません

か。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないようですので、会期は本日１日限りといたします。

◇議長 日程第４ 諸般の報告

先月の総会以降は、会議等は特にございませんでした。

後で報告あると思いますが、能登半島地震義援金として皆様

の積立金から ずつ集金して、３月１２日に送金してお

ります。また、４月８日、会計検査院の実地検査がにかほ市に

入りましたが、農業委員会関係は対象から外れております。農

林水産課関係が受検しましたが、指摘事項等は特に無かったと

いうことのようであります。

◇議長 日程第５ 議案審議に入ります。

報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意

解約)について上程します。一括して事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書８ページからになります。

報告第５号－１は、耕作不便により解約するものであります。

報告第５号－２は、親子間での使用貸借ということで昨年10

月の総会に上程した農地の内の一筆ですが、当該地はほ場整備

区域内にあり、現況一区画の農地に、登記上４筆の土地が含ま

れている農地であります。別の耕作者が耕作しており、事実上

耕作できないことから解約するものです。なお、新たな利用権

の設定として、議案第１２号－１３へ上程されております。
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報告第５号－３は、ネギ作付けのため、令和４年に賃借した

農地でありますが、作物が育たなかったということで解約する

ものです。

報告第５号－４と５は、永小作権の解約であります。４は借

受人が高齢ということで、５は元々の借受人が亡くなったこと

で、どちらも借受人の家族は耕作できないことから解約するも

のです。

報告第５号－６と７は、借受人が同一でありますが、借受人

の体調不良により離農することから解約するものです。なお、

新たな利用権の設定として、６は議案第１２号－１３８と１３

９へ、７は議案第１２号－１４２へ上程されております。

報告第５号－８は、大須郷地区の利用調整の結果、新たに利

用権を設定するため解約するものです。なお、新たな利用権の

設定として、議案第１２号－１４９へ上程されております。

◇議長 報告第５号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござい

ませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第５号については同

意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、報告第６号 農地の転用事実に関する照会について

を上程します。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書１０ページ、１１ページです。

農地の転用事実に関する照会が、秋田地方法務局本荘支局よ

りありました。

面積が大きく、公図を掲載しても判りにくいため、１１ペー

ジに位置図のみ掲載しております。場所は、旧釜ヶ台小学校か

ら東に約６５０ｍから１，１５０ｍの範囲に広がる、登記地目

が「畑」の土地です。２月の総会時に情報として、７－５につ

いて非農地相談されている旨を話ししておりますが、７－６と

７－１０を加えて地目変更申請したものであります。

法務局からの照会であり、２週間以内に回答する必要がある
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ことから、３月８日に農業委員６名で現地確認に向かいました

が、積雪により当該地まで行けませんでしたので、農地・非農

地の判断はせず、その旨回答しております。

◇議長 報告第６号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござい

ませんか。

◇８番 先月現地に行きましたが、事務局説明のとおり、雪で現地確

須田委員 認できませんでした。今後、この件についてはどうなりますか。

◆事務局長 再度、法務局に地目変更申請があって、法務局から照会があ

れば、現地確認を行うつもりです。

◇議長 法務局でも現地確認しているのですか。

◆事務局長 法務局でも現地確認すると聞いております。

◇議長 他にございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第６号については同

意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、議案第１０号 農地法第３条の規定による所有権移転

の件について を上程します。一括して事務局の説明を求めま

す。

◆事務局長 議案書１２ページ、１３ページになります。

議案第１０号－１は、いわゆる小作地所有権移転であります。

譲渡人、譲受人は、平成２８年から申請地を利用権設定してい

たところですが、譲渡人は県外在住で、将来にわたって自らは

管理できないことから、耕作者である譲受人へ贈与するもので

す。
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議案第１０号－２は、譲受人が現在大須郷地区中心でさつま

芋を作付けしておりますが、今年、作付面積も増加することか

ら、作業員の休憩施設として利用できる土地又は建物を探して

いたところです。譲渡人は相続により実家と農地を取得しまし

たが、市外に居住していることもあり、定期的に訪れてはいま

したが、実家は現在空き家となっており、農地は耕作者もおら

ず管理までは手が回っていない状況でした。

そのため、譲受人が実家の譲渡をお願いしたところ、農地も

一緒に引き受けて欲しいとのことで、今回の申請となったもの

です。譲渡金額は、実家の宅地、建物、農地を含め、全部で

３０万円ということで、農地と農地以外の固定資産税評価額の

割合で按分したものであります。

第１０号－１と２の譲受人の経営状況は議案に記載のとおり

であり、農地法第３条第２項のいずれにも該当しないため、許

可要件の全てをみたしているものと考えます。

◇議長 議案第１０号の説明が終わりました。ご質問、ご意見はござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、はじめに議案第１０号－

１について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定いたします。

◇議長 次に、議案第１０号－２について許可することに賛成の方の

挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定いたします。

◇議長 続いて、議案第１１号 農地法第５条の規定による使用目的

変更に伴う所有権移転の件について を上程します。事務局の

説明を求めます。
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◆事務局長 議案書は１４ページからとなります。

２６ページに付近見取図代わりの航空写真と現況写真があり

ますが、申請地は、東北電力由利変電所から北東に３００ｍ弱

のところにある、登記地目が畑の土地であります。

譲受人は農事組合法人で、申請地の西側及び南側には、ほ場

整備事業で整備された、譲受人が耕作する農地が広がっており

ます。ほ場整備事業の完了に伴い、さらなる農作業の効率化を

図るため、農機具や資材を格納するパイプハウス型の農業用倉

庫を整備することになり、ほ場にも近くまた、構成員の自宅か

らも近い当該地が選定されたものです。

転用許可の要件である農地区分は、農振農用地区域外の農地

ではありますが、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の

区域内にあることから第１種農地と判断され、農地転用は原則

不許可となりますが、農業用倉庫を含む農業用施設等は、地域

の農業の振興に資する施設と位置付けれれておりますので、不

許可の例外として認められております。現地につきましては、

由利地域振興局職員及び佐々木鋼記委員に確認していただいて

おります。

◇議長 議案第１１号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第１１号について許

可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第１２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について を上程します。事務局の説明を求め

ます。

◆事務局長 議案書２７ページからとなります。市長より、旧農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定による、農用地利用集積計

画の決定を求められております。
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利用権設定の計画が合わせて １６８件でありまして、うち

賃借権の新規が３４件、再設定が１３２件、使用貸借権の設定

が２件で、利用権設定の総面積は885,712㎡です。

以上の計画要請の内容は、旧農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を全て満たしていると考えます。

今月も件数が多いので、新規を中心にある程度で区切って説

明いたします。始めに、議案第１２号－１から２３までを説明

します。

議案第１２号－１から８は、受人が同一で、いずれも賃借権

の再設定であります。契約条件は全て同じで、期間３年、賃借

料は米１俵/10aとなっており、受人の経営状況は議案に記載の

とおりであります。

議案書３２ページからになります。

議案第１２号－９から１２も、いずれも賃借権の再設定であ

ります。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記

載のとおりであります。

議案第１２号－１３から１６は、受人が同一で、１３が賃借

権の新規で報告第５号－２に係る農地となります。１４から

１６は賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに

受人の経営状況は議案に記載のとおりであります。

議案第１２号－１７と１８は、いずれも賃借権の再設定であ

ります。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記

載のとおりであります。

議案書３６、３７ページになります。

議案第１２号－１９から２３は、いずれも賃借権の新設であ

ります。これまでの耕作者の死亡や高齢による離農等により、

集落内で調整されたものです。それぞれの契約条件並びに受人

の経営状況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第１２号－１から２３までの説明が終わりました。ご質

問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第１２号－１から

２３について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求

めます。
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・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第１２号－２４から１１０までを説明いたします。議案

書は３７ページの下段から７１ページ上段までとなります。

こちらは、期間満了による権利の設定でありまして、全部で

８７件ありますが、そのうち新規は１３件で、受け手の死亡や

規模縮小による、集落内での利用調整に伴うものです。

芹田地区は、ほ場整備事業により農地の区画が大きくなって

いますが、登記上はその区画が複数の筆、複数の所有者から成

っているものもあり、そのため、耕作者が代わると、それぞれ

の所有者との契約となってしまうため、新規の件数も多くなっ

てしまうものであります。

契約条件としては新規、再設定共に期間３年、賃借料は

で統一されています。

◇議長 議案第１２号－２４から１１０までの説明が終わりました。

ご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第１２号－２４から

１１０について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を

求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 次の議案第１２号－１１１から１２０は、１１番遠藤豊委員

に関連ありますので、農業委員会等に関する法律第３１条及び

にかほ市農業委員会会議規則第１８条、議事参与の制限に該当

しますので退席願います。

〈１１番 遠藤豊委員退席〉 （午前９時５６分）
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◇議長 議案第１２号－１１１から１２０について、事務局の説明を

求めます。

◆事務局長 議案第１２号－１１１から１２０について説明いたします。

議案書７１ページ下段から７５ページまでとなります。先ほど

の芹田地区の利用権設定と同じで、期間満了に伴う賃借権の再

設定であります。契約条件も同様となっており、受人の経営状

況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第１２号－１１１から１２０までの説明が終わりました。

ご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１１１か

ら１２０について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 １１番 遠藤豊委員の入室を許可します。

〈１１番 遠藤豊委員着席〉 （午前９時５８分）

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第１２号－１２１から１３６まで説明いたします。議案

書は７６ページからとなります。

議案第１２号－１２１から１３１は、受人が同一で、いずれ

も賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人

の経営状況は議案に記載のとおりであります。

議案書８８ページに移ります。

議案第１２号－１３２から１３６は、受人が２人で、いずれ

も賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人

の経営状況は議案に記載のとおりであります。
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◇議長 議案第１２号－１２１から１３６までの説明が終わりました。

ご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１２１か

ら１３６について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 次の議案第１２号－１３７は、８番 須田久委員に関連あり

ますので、農業委員会等に関する法律第３１条及びにかほ市農

業委員会会議規則第１８条、議事参与の制限に該当しますので

退席願います。

〈８番 須田久委員退席〉 （午前１０時００分）

◇議長 議案第１２号－１３７について、事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第１２号－１３７は、賃借権の再設定であります。契約

条件並びに受人の経営状況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第１２号－１３７の説明が終わりました。ご質問、ご意

見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１３７に

ついて、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。
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◇議長 ８番 須田久委員の入室を許可します。

〈８番 須田久委員着席〉 （午前１０時０２分）

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第１２号－１３８から１４６まで説明いたします。議案

書は９１ページ中段からとなります。

議案第１２号－１３８と１３９は、渡人と受人が同一で、

１３８は賃借権の新規、１３９は使用貸借権の新規で、どちら

も報告第５号－６に係る農地になります。契約条件並びに受人

の経営状況は議案に記載のとおりであります。

９２ページに移ります。

議案第１２号－１４０から１４２は、受人が同一で、１４０

は賃借権の再設定であります。１４１と１４２は賃借権の新規

で、１４２は、報告第５号－７に係る農地となります。報告の

説明と重なりますが、先ほどの１３８と１３９、そしてこの

１４２は、１４１の渡人が耕作していた農地でありますが、体

調不良により離農することから、このようになったものです。

それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記載のとお

りであります。

議案第１２号－１４３から１４６は、受人が同一で、いずれ

も賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人

の経営状況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第１２号－１３８から１４６までの説明が終わりました。

ご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１３８か

ら１４６について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。
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◇議長 次の議案第１２号－１４７から１４９は、４番須田貴志委員

に関連ありますので、農業委員会等に関する法律第３１条及び

にかほ市農業委員会会議規則第１８条、議事参与の制限に該当

しますので退席願います。

〈４番 須田貴志委員退席〉 （午前１０時０５分）

◇議長 議案第１２号－１４７から１４９について、事務局の説明を

求めます。

◆事務局長 議案書９５、９６ページになります。

議案第１２号－１４７から１４９は、受人が同一で、１４７

は賃借権の再設定であります。１４８と１４９は、どちらも賃

借権の新設であります。１４８は期間満了により、１４９は報

告第５号－８に係る農地であり、大須郷地区の地域内調整によ

り、近接する農地を賃借するものです。

◇議長 議案第１２号－１４７から１４９の説明が終わりました。ご

質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１４７か

ら１４９について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 ４番 須田貴志委員の入室を許可します。

〈４番 須田貴志委員着席〉 （午前１０時０７分）

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第１２号－１５０から１６８まで説明いたします。議案

書は９６ページからとなります。
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議案第１２号－１５０は、使用貸借権の新設であります。３

月の総会で合意解約の報告をした農地の一部であります。当時

は新たな受け手が決まっていなかったため、事務局で思い当た

る候補者に打診するつもりでした。結果的にその候補者ではな

く、同じ集落の受け手に貸借されることになったものです。

議案第１２号－１５１から１５５は、賃借権の再設定であり

ます。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記載

のとおりであります。

議案書９９ページ中段から１０２ページとなります。

議案第１２号－１５６から１６３は、賃借権の新設でありま

す。こちらも全てではありませんが、１月の総会で合意解約の

報告をした農地で、集落内での調整を経て利用権の設定に至っ

たものです。それぞれの契約条件並びに受人の計状況は議案に

記載のとおりであります。

議案第１２号－１６４から１６６は、いずれも賃借権の再設

定であります。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議

案に記載のとおりであります。

最後になります。議案書は１０５ぺージになります。

議案第１２号－１６７と１６８は受人が同一で、いずれも賃

借権の新設であります。１６７は、渡人も耕作者でありますが、

受人が有機農業を行っているため、受人が耕作している農地、

耕作しようとしている農地の近くの農地を貸借するものです。

それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記載のとお

りであります。

◇議長 議案第１２号－１５０から１６８の説明が終わりました。ご

質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１２号－１５０か

ら１６８について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。
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◇議長 次の議案に移ります。

議案第１３号 特定農地の貸付けの承認について を上程し

ます。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書は１０６ページからになります。

議案第１３号 特定農地の貸付けの承認につきましては、継

続的に象潟地区で実施している「市民菜園」に係る特定農地の

貸付けでありまして、市から毎年更新申請されています。

農地の貸し借りについては通常、農業委員会の許可が必要と

なりますが、趣味的な利用を目的とした、いわゆる「市民菜園」

については、農業委員会の許可によらず貸付けできるという特

例の承認を受けようとするものです。

◇議長 議案第１３号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようであれば、議案第１３号について、

原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。

これをもちまして総会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。

（閉会 午前１０時１３分）
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本総会議事録は、にかほ市農業委員会会議規則第２７条の規定によりこれを

作成し、その次第に相違ないことを証明するために下記に署名押印する。

令和６年４月１５日

議事録署名委員

総会議長 会長 印

委 員 ８番 印

委 員 １０番 印


